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新型コロナウイルス感染症の感染拡大に起因する 

離職者等の方を対象にした市営住宅の一時提供について 

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による解雇等により、現に居

住する住宅からの退去を余儀なくされた方を対象に、市営住宅を一時提供し

ます。 

 

 
■対象者 

住宅を失うこととなった理由が、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による

解雇、雇止め、廃業等に起因する方。 

 

■入居条件など 

（１）家賃等 

【家賃】３か月無償 

【敷金】免除 

【その他(水道光熱費、共益費等)】入居者負担 

（２）中津川市に住所を有する方、または中津川市内に勤務されていた方 

（３）所得要件：なし 

（４）連帯保証人：不要 

（５）その他：暴力団構成員でないこと 

 

 

 

 


